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研究成果の概要（和文）： 

本研究の目的は，(1)監査基準で規定されているリスク・アプローチを理論的・実証的に解明

すること，(2)解明した理論枠組みに基づいたリスク評価モデルをコンピュータ・システム（シ

ミュレーション・モデル）として開発することである。監査人に評価することが求められてい

るリスクは，主観的に評価されることが多い。これを客観化することが本研究の究極の目的で

ある。 

 研究初年度の統制リスクの実態調査，第 2 年度のリスクファクターの検出を通して，最終年

度にコンピュータ・シミュレーション・モデルを開発し，監査手続の最適解を客観的に得るこ

とができた。 

 
研究成果の概要（英文）： 

The objectives of this research are (1)Theoretical and empirical exploration of Risk 
Approach Audit prescribed by Audit Standards， (2)The development of Risk Evaluation Model 
(Simulation Model) as a computer aided auditing techniques. Risk evaluated by auditors 
is tended to be subjective and the ultimate objective of this research is to get the 
objective evaluation model for auditors. 
 I developed a computer simulation model and got an optimal frequency of audit procedure 
as an objective solution through the field study of control risk (the first year) and 
the stochastic distribution of risk factors (the second year). 
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１．研究開始当初の背景 

国内における監査リスクの研究は，制度の
解説，日本公認会計士協会監査基準委員会報
告書の解説等が主であり，理論的・実証的な
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まとまった研究は，高田敏文『監査リスクの
基礎』（2007）が初めてである。高田[2007]

では，監査リスクを監査実施前の監査計画編
成時に暫定的に評価される事前リスクと監
査実施後に証拠に基づいて評価される事後
リスクとに分け，事前リスク評価のための調
査事項と事後リスク評価のための枠組みと
を実証的な視点から解明した。その結果，監
査リスクの構成要素である「固有リスク」と
「統制リスク」（合わせて重要な虚偽表示リ
スク Risk of Material Misstatements，RMM

と略す）はリスク評価対象の客観事象の評価
問題であること，一方，「発見リスク」は評
価者がコントロール可能な不確実性の評価
の問題であることを今後の研究課題として
指摘した。 

一方，リスクに関する研究は，内外におい
て膨大な蓄積があり，David Vorse の Risk 

Analysis:  A Quantitative Guide， 2003 は，
リスク研究における現代の到達点を示して
いると考えられる。David Vorse[2003]は，
リスクを 2 つに分類している。第一は，リス
ク評価対象に固有に発生する作用であり「変
動性」と名付けられる。第二は，リスク評価
対象に関する評価者の無知の程度であり，
「不確実性」と名付けられる。リスクを正し
く評価するためには，リスクに内在するこれ
ら 2つの要素を客観的に評価しなければなら
ない。第一の変動性は，システムに起因する
客観的な事象であるので，一定の調査や実験
をすることにより相当程度客観的な評価が
可能である。一方，第二の不確実性は，本質
的に主観的な要因に左右されるので，客観的
な評価が困難である。David Vorse[2003]は，
シミュレーションを用いてこれを解決する
方法を示している。 

本研究において，高田[2007]で指摘した今
後の研究課題は，David Vorse[2003]が識別
している 2つの次元のリスク評価に対応する
ものであると考え，リスク研究の成果を監査
リスクの枠組みに適用するとともに，シミュ
レーションで得たデータを用いてリスク分
布を特定し評価モデルを開発しようと試み
るものである。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は，(1)監査基準で規定されて
いるリスク・アプローチを理論的・実証的に
解明すること，(2)解明した理論枠組みに基づ
いたリスク評価モデルをコンピュータ・シス
テムとして開発することである。監査人に評
価することが求められているリスクは，主観
的に評価されることが多い。主観的なリスク
評価は，評価結果の信頼性が社会的に問われ
たときには，多くの人々を納得させる根拠た
りえない。リスク評価を客観化するには，ブ
ラックボックスとなっていたリスク評価に

かかる職業的な評価枠組みを理論的・実証的
に解明し，多くの人々にその枠組みを活用で
きるようにすることが必要であり，本研究の
目的は上記 2 点にある。 

重要な虚偽表示リスク RMM は，リスク分
析で広く一般化しているリスク概念の一つ
である「変動性」と対応させることができる
と考えられる。変動性を確定するためには，
RMM がどのような確率分布にしたがうのか，
すなわち，確率分布の形状を特定できるのか
について，実証することを研究の主たる内容
とする。 

 

３．研究の方法 

研究初年度（平成 22年度）においては，
固有リスクは監査人にとって所与であるこ
とから，監査人が調査する統制リスクの評価
について，内部統制報告制度の実態調査を通
して，リスク評価要点を推定した。既存研究
で用いられているモデルの独立変数に加え
て，アンケート調査，市場の反応調査により
統制リスクのフィールド調査を実施した。 
研究第 2 年度（平成 23 年度）においては，

監査リスクファクターの検出作業を実施し
た。使用したデータは，直近 2年間の訂正報
告書を提出した 20 社の財務諸表比率の分布
と正常な財務報告を実施したランダムサン
プル 40社の財務諸表比率の分布とを比較し，
分布が異なる財務比率をリスクファクター
とみなした。監査リスクの先行研究のモデル
で用いられた独立変数をすべて比較の対象
とし，結果として 4 つのリスクファクターを
検出できた。 
研究第 3 年度（平成 24 年度）においては，

一定の監査手続を想定したコンピュータ・シ
ミュレーション・モデルを開発し，前年度ま
での研究によって得られたリスクファクタ
ーとそのデータを用いて，監査手続の最適回
数を推定することを目的として，シミュレー
ションを実施した。 
 
４．研究成果 
(1) 研究初年度（平成 22年度）：内部統制報
告制度の実態調査により，内部統制報告制度
とその監査により，企業の統制リスクがある
程度コントロールされていることが分かっ
た。すなわち，企業会計審議会内部統制部会
が策定した『内部統制基準』は，上場企業が
内部統制監査に対応する内部統制を整備す
るための設計図としての機能を有している
ものの，当該基準で求められている内部統制
の 4つの目的と 6つの構成要素は，内部統制
のミニマム要件を規定したものであり，実際
の内部統制は，業種・業態により千差万別で
ある。同基準を制度化した金融商品取引法の
適用は，平成 20 年 4 月 1 日以降決算日の上
場企業に対してであるが，公認会計士による



内部統制監査を義務付けられており，同法の
適用対象企業は，『内部統制基準』に合致し
た内部統制の整備をすでに済ませている。し
たがって，内部統制報告制度適用年度に内部
統制の実態調査を実施することは可能であ
り，その実態調査を通してわが国企業の内部
統制の実態を推測することが可能となる。 
実態調査は，アンケート調査（国内）によ

り行った。「個人情報保護法」により名簿が
入手できなかったためアンケート調査票の
発送が困難になっていることから，セミナー
や研究会等で参加者に調査をお願いすると
ともに，監査法人については，日本公認会計
士協会の協力を得て，アンケート調査票を配
布した。また，内部統制報告に対する市場の
反応について資本コストを用いて調べた結
果，明確な反応は得られなかった。このこと
の原因としては，まだ日本の内部統制報告が
制度化されて間もないため，市場が十分にそ
の意義を認識していないことが考えられる。 
 
(2) 研究第 2年度（平成 23 年度）：訂正報告
書を提出したターゲット企業（監査失敗事例
群）とランダムサンプルの正常企業（コント
ロールサンプル）の財務諸比率の確率分布を
比較することにより，リスクファクターを検
出することを試みた。すなわち，正常企業群
とターゲット企業群それぞれについて，2 群
の 10 個の財務指標の財務指標の確率分布そ
れぞれに違いがあるのかどうかを調べ，違い
のある財務指標を「監査リスクファクター」
とすることにした。監査リスクファクターが
どのような分布にしたがっているのか，さら
に，倒産危険度が高くかつ内部統制の重要な
欠陥が指摘された企業群と，倒産危険度は高
くなくかつ内部統制の重要な欠陥が指摘さ
れた企業群との関係について検討した。これ
らの確率分布は，ターゲット企業と正常企業
との間でその確率分布形状に明確な違いが
あるものがあり，違いのみられた確率分布を
有する財務比率をリスクファクターと考え
た。リストラクチャリング，企業規模，資産
利益率，倒産危険度指標の 4 つがリスクファ
クターとして検出された。 
 
(3) 研究第 3年度（平成 24 年度）：検出され
たリスクファクターを用いて，監査手続の最
適回数を推定するためのシミュレーショ
ン・モデルを開発し，シミュレーションを実
施した。すなわち，監査人は，監査基準に基
づいて特定の監査要点に対して監査を実施
するが，事前にどの監査手続がリスクファク
ターを検出できるのかが分からない。その結
果，過剰な監査手続が実施されたり，その一
方，必要な監査手続が実施されず，リスクフ
ァクターが検出されなかったりすることが
ある。シミュレーションは，特定のリスクフ

ァクターを検出する際に，何度，監査手続を
適用すれば必要かつ十分であるのかを示し
てくれる。 
シミュレーションを実施するには，複数の

前提をおく必要があり，それが現実と合致し
ないのではないかと指摘されることが多い。
その問題は，前提を変更しながら，何度でも
シミュレーションを繰り返せば解決できる。
また，シミュレーションは，特定の理論枠組
みをベースにする必要はなく，何度でも試行
できる点が長所である。私が作ったシミュレ
ーション・モデルでは，エクセルを用いて乱
数を発生させ，各試行について 1000 回の監
査トライアルを実施した。そして，リスクフ
ァクターを発見できる最適監査手続回数を
コスト・ベネフィット分析により発見するモ
デルを開発した。相当程度，きつい前提の下
では実施したシミュレーションであったが，
監査手続の最適回数として 7 回が得られた。 
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